
対策総本部設置後平常時・初動対応

新たに構築した危機管理体制について（平成２４年７月実施）
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〔主な役割〕
・ 対策総本部の実務を指揮し、適宜、社長へ報告・相談
・ 調査、対応方針の策定、報道対応など危機対応全般に
関する責任と権限を持つ

〔主な役割〕
・ 危機管理に係る総括責任者
（全体を把握し、対策総本部を指揮）

〔主な役割〕
・ 社内外関係箇所との情報連携
・ 関係本部との連携を図り、副社長（危機管理官）を補佐

（凡例 ：網掛けは主な見直し(新設)箇所）

・ 情報連絡責任者

平 成 ２ ４ 年 ７ 月
九 州電力株式会社

社外専門家（シンクタンク）

・ 各主管部門に危機管理

担当（兼務者）を設置し、
連携を強化

・ 危機管理を専任する部長を設置
・ 緊急時には、副社長直下とし、迅
速性を強化（ 総本部設置後は、

総括班長して総本部長・危機管理
官を補佐）

副社長
（危機管理官）

・ リスク及び危機管理に関する

事項を総括的に審議

地域共生本部 法 務

広 報

総 務

・ 危機管理を担当する役員を設置
・ 緊急時には、総本部長（社長）の

代行者として実務を指揮
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危機管理担当部長 危機管理

・ 危機対応助言、訓練支援等


